
川 越 市 （ ８ 月 ） 定 例 記 者 会 見 

日 時 令和４年８月２９日（月） 

 １４時００分～ 

場 所  川越市役所 ４Ａ会議室  



川越市（８月）定例記者会見次第

令和４年８月２９日（月） 

１４時００分開会 ４Ａ会議室 

１ 開 会 

２ 説 明 

○ 川越市議会第４回定例会提出予定議案について

⑴ 令和３年度川越市一般会計歳入歳出決算認定について別冊資料① 

 （議案第５３号：財政課） 

⑵ 令和４年度川越市一般会計補正予算（第６号）別冊資料②・③ 

（議案第６９号：財政課） 

⑶ 川越市文化創造インキュベーション施設条例を定めること

  について   （議案第６５号：都市景観課） 

３ 質疑応答 

４ その他 

５ 閉 会 
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件 名

議案第 52 号 令和３年度川越市水道事業の利益の処分について

議案第 53 号 令和３年度川越市一般会計歳入歳出決算認定について

議案第 54 号 令和３年度川越市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第 55 号 令和３年度川越市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第 56 号 令和３年度川越市歯科診療事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第 57 号 令和３年度川越市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第 58 号
令和３年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

議案第 59 号
令和３年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

議案第 60 号 令和３年度川越市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第 61 号 令和３年度川越市水道事業会計決算認定について

議案第 62 号 令和３年度川越市公共下水道事業会計決算認定について

議案第 63 号
川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を定めることに
ついて

議案第 64 号
川越市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることに
ついて

議案第 65 号 川越市文化創造インキュベーション施設条例を定めることについて

議案第 66 号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて

議案第 67 号
川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正す
る条例を定めることについて

議案第 68 号 ＰＯＳレジスター、自動釣銭機及びキャッシュレス決済端末機の取得について

議案第 69 号 令和４年度川越市一般会計補正予算（第６号）

議案第 70 号 令和４年度川越市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 71 号 令和４年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

報告第 7 号 令和３年度川越市継続費精算報告書（一般会計）

報告第 8 号 令和３年度川越市公共下水道事業会計継続費精算報告書

報告第 9 号 令和３年度川越市健全化判断比率報告書

報告第 10 号 令和３年度川越市資金不足比率報告書

川越市議会第４回定例会提出予定議案

番　　号

報 告
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川越市文化創造インキュベーション施設条例を定めることについて 

■概要

旧川越織物市場は１９１０年（明治４３年）に織物取引の場として建てられ、同敷地

内に１９３４年（昭和９年）に設立された近隣の中小織物工場へ給食を配給するための

施設である旧栄養食配給所と共に、その希少性から平成１７年に市の有形文化財に指定

されています。 

両施設は文化財であることを踏まえて、文化財建造物として保存整備することを第一

の目標としつつも、「物資の集散地」として発展したことや地域経済振興の象徴であっ

たという歴史的な背景なども踏まえ、様々な分野のクリエイター等の創業や新たなビジ

ネスを創出する活動を支援する施設として活用します。

また、来訪者による賑わいや交流・文化発信のための施設を新たに整備し、文化財で

ある両施設と一体的に文化創造インキュベーション施設として令和６年４月に開設し

ます。 

なお、開設に向けて、早い段階から施設の魅力や機能のＰＲを行うとともに、クリエ

イター等の利用者を募集するため、９月定例議会に「川越市文化創造インキュベーショ

ン施設条例を定めることについて」を上程します。

１ 設置の目的 

市民に歴史・文化に触れる機会を提供するとともに、クリエイター等の創業支援施設

の利用者との交流の促進や創造的活動に関する情報発信を行うことで、市民の文化の向

上に寄与します。 

また、地域資源を生かして新たな価値を創出する活動を行うクリエイター等を支援す

るとともに、施設利用者・地域住民・企業・来訪者等の交流の場の提供により新たなビ

ジネス・商品を生み出すことで、本市の地域産業の活性化に寄与します。 

２ 実施事業 

⑴ クリエイター等の育成・支援

⑵ 利用者・地域・来訪者の交流機会の提供

⑶ 歴史・文化の発信及び公開

３ 川越市文化創造インキュベーション施設の構成施設 

⑴ 創業支援施設

⑵ 展示施設

⑶ 交流機能施設

都市計画部 都市景観課 

直通電話番号：０４９－２２４－５９６１ 

【中心市街地】 
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□川越市文化創造インキュベーション施設

１・２階平面図
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